
『特定商取引のトラブル相談Ｑ＆Ａ』 

正誤・補記表 

 

 以下のとおり修正し、お詫びいたします。また、平成30年の発刊から令和５年２月現在に至るまで

に施行された法改正等への対応として、一部補記しておりますので、ご活用いただけましたら幸いでご

ざいます。                             （下線部が修正部分） 

該当箇所 誤・補記前 正・補記後 

12頁・下から９行目 指名等の 氏名等の 

12頁・下から1行目 消費者にクーリング・オフ等の 消費者がクーリング・オフ等の 

15頁・下から10行目 消費者契約の保護を 消費者の保護を 

17頁・下から２行目 Ｑ９・Ｑ56を Ｑ８・Ｑ57を 

35頁・下から６行目 クーリング・オフ（法 24条） クーリング・オフ（法９条） 

同・下から5行目 過量販売解除権（法 24条の２） 過量販売解除権（法９条の２） 

同・同 取消権（法24条の３） 取消権（法９条の３） 

36頁・下から９行目 （法26条５項、… （法26条５項、政令６条の４・別表３、

政令７条、… 

52頁・４行目 禁止行為される 禁止される 

91頁・７行目 錯誤無効 錯誤無効（改正民法では取消し） 

93頁・ポイント① 錯誤無効 錯誤無効（改正民法では取消し） 

94頁・６行目 無効となります 無効（改正民法では取消し）となります 

96頁・１行目 錯誤無効 錯誤無効（改正民法では取消し） 

97頁・下から４行目 意思表示の無効を 意思表示の無効（改正民法では取消し）

を 

113頁・下から６行目 商品を購入の意思 商品購入の意思 

117頁・下から16行目 消費者契約法11条 消費者契約法10条 

158頁・下から７行目 対象とする必要となっていま

す。 

対象とする必要があります。 

177頁・下から２行目 返還され場合は 返還された場合は 

179頁・下から７行目 法33条・35条～38条。 法35条～38条 

192頁・下から５行目 厳格償却費用など 減価償却費用など 

223頁・３行目 成り立たちません。 成り立ちません。 

233頁・１行目 考えられこと 考えられること 

○ 特定商取引法は、令和３年（2021年）に、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関す

る法律等の一部を改正する法律（令和三年法律第七十二号）」による改正が行われている。同改正については、消費

者庁「特定商取引法ガイド」の「令和３年改正」＜https://www.no-trouble.caa.go.jp/revision/#r3＞参照。 

○ 「仮想通貨」（コラム⑪〔128頁〕等）は、令和元年（2019年）の資金決済法の改正により、呼称が「暗号資産」

に 変 更 さ れ て い る 。 金 融 庁 「 第 198 回 国 会 に お け る 金 融 庁 関 連 法 律 案 」 ＜

https://www.fsa.go.jp/common/diet/198/index.html＞参照。 


